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土木工事等電子納品実施マニュアル（案） 

【農林水産部版】 

 

                                                      令 和 ４ 年 ６ 月 

                                                      京都府農林水産部農村振興課 

                                                      （農林水産部公共担当） 

 

（マニュアルの適用） 

第１条 

 京都府農林水産部において実施する土木工事及び土木設計業務等の電子納品において、

統一的な運用を図るため、本マニュアルを定める。 

 なお、本マニュアルは、土木工事及び土木設計業務等を対象とするが、土木設計業務等に

ついては、次のとおり読み替えるものとする。 

  ・工事        → 設計業務等 

  ・施工計画書     → 業務計画書 

  ・特記仕様書     → 特別仕様書 

  ・完成図書      → 成果物 

    ・土木工事書類一覧表  → 設計図書 

 

（電子納品の実施） 

第２条 

 電子納品は、国土交通省及び農林水産省において策定された各電子納品要領（案）等及び

部内関係課で作成した京都府電子納品ガイドライン（案）に基づき実施する。 

 

 

京都府農林水産部の電子納品スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～令和２年度
令和３年度
(９月以降）

令和４年度
（６月以降）

令和５年度 令和６年度

業　務
委　託

成果品

工　事
写　真

実施（1,000万
円以上）

試行（1,000万
円未満）

全件実施

書類等

実施（2,500万
円以上）

試行（2,500万
円未満）

全件実施

その他
（図面）

全件試行

実施（2,500万
円以上）

試行（2,500万
円未満）

全件実施

土　木
工　事
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（対象工事等） 

第３条 

（１） 設計業務等は、全件実施とする。 

（２） 土木工事等については、工事写真、書類等、その他（図面）のすべてを全件実施と

する。 

（３） 対象工事で電子納品が実施できなければ不履行と判断する。ただし、監督職員との

協議により電子納品の対象外としたものを除く。 

 

（入札時の条件等） 

第４条 

 電子納品の対象工事の場合は、本工事が電子納品の対象であることを下記を参考に特記

仕様書に記載し、入札時の条件とすることとする。 

 

（電子納品の対象） 

 本工事は、電子納品に対し以下とおり対応すること。 

 実 施 試 行 

工事写真 ○  

書類等 ○  

その他図面 ○  

  

 

【土木工事等】 

（電子納品の実施） 

本工事は、本府におけるＣＡＬＳ／ＥＣの取り組みの一環として電子納品の対象工事

であり、完成図書の納品を国の電子納品要領(案)等、土木工事等電子納品実施マニュアル

(案)【農林水産部版】（令和４年６月）及び京都府電子納品ガイドライン（案）【○○版】

（令和○○年○月）に基づき実施しなければならない。 

 

【設計業務等】 

（電子納品の実施） 

本設計業務等は、本府におけるＣＡＬＳ／ＥＣの取り組みの一環として電子納品の対

象委託業務であり、成果品の納品を国の電子納品要領(案)等、土木工事等電子納品実施マ

ニュアル(案)【農林水産部版】（令和４年６月）及び京都府電子納品ガイドライン（案）

【○○版】（令和○○年○月）に基づき実施しなければならない。 

（※注）【○○版】（令和○○年○月）には、部内関係課で作成した京都府電子納品ガイドラ

イン名称を記入すること。 

 

（監督職員の役割） 

第５条  

（１） 事前協議時に工事の基礎情報等を受注者に通知するとともに、事前協議チェックシ

ートに基づく協議を実施すること。 
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（２） 施工計画書において、受注者に電子納品の実施方法等を記載（事前協議チェックシ

ートの添付でも良い）させること。 

（３） 受注者の電子データの保存方法やバックアップ方法及び電子データの管理項目に従

って整理が行われているかを、工事着手後の早い時期に確認し、受注者の電子納品

実施体制を把握し、電子納品成果を確実に提出できるよう指導すること。 

（４） 検査前までに、工事成果が事前協議に基づき実施されているか確認すること。 

（５） 電子媒体による検査の準備を行うこと。 

 

（工事の完成図書） 

第６条 

（１） 完成図書は、土木工事書類一覧表に基づき作成する。なお、電子化に要する費用は  

受注者の負担とする。 

（２） 完成図書は、電子媒体で２部、紙媒体で１部とする。なお、紙媒体の成果物は簡易

な製本で良い。（金文字製本等は不要とする。） 

（３） 打合せ簿等印鑑の必要な書類については、紙媒体の資料のみ押印し、電子データに

ついては押印欄は空欄で良い。 

（４） 検査で完成図書として不備があれば、修正箇所のわかる紙媒体と修正後の電子媒体

の提出を求めることとする。 

 

（完成検査） 

第７条 

 検査は、土木工事書類一覧表に基づき提出された電子媒体及び紙媒体により実施する。検

査時は、仮成果物により受検することとし、検査終了後、速やかに前条で規定する電子媒体

を提出すること。 

 電子媒体で行う検査については、監督職員が、事前にウィルスチェック及び本マニュアル

等に基づいているかチェックを実施し、その結果を検査員に報告すること。 

 なお、検査に必要な機材（パソコン、プロジェクター等）は、原則、受注者が用意するも

のとする。 

 また、検査時のパソコン操作は、原則、受注者が行うこととする。 

 

（評価） 

第８条 

（１） 電子納品対象工事（設計業務等）においては、成績評定での評価は行わないものと

する。 

（２） 電子納品対象工事（設計業務等）において、電子納品を実施しなかった場合は、当

該工事（設計業務等）は不履行と判断する。（ただし、監督職員との協議により電子

納品の対象外としたものを除く） 

 

（アンケート） 

第９条 

発注者は、受注者に対して電子納品に対するアンケートを実施する場合がある。その場合

には、受注者はアンケートに協力するものとする。 



令和３年９月

フォルダ名

契約書 ○

建退共掛金収納書 共通仕様書1-1-1-42 ○ 提出出来ない場合は理由を書面で提出する。

現場代理人等（変更）通知書 契約書第１０条１項 ○ ○

請負代金内訳書 契約書第３条１項 ○ ○

工事工程表 契約書第３条１項 ○ ○

前払金請求書 契約書第３４条１項 ○ ○

工事着手届 ○ ○

工事完成届 契約書第３１条１項 ○ ○

工事目的物引渡書 契約書第３１条４項 ○ ○

請求書 契約書第３２条１項 ○ ○

（指定部分に係る）工事完成届 契約書第３８条１項 ○ ○

（指定部分に係る）工事目的物引渡書 契約書第３８条１項 ○ ○

（部分引渡しに係る）請求書 契約書第３８条１項 ○ ○

工事出来高届 契約書第３７条２項 ○ ○

工事出来高内訳書
契約書第３７条２項

共通仕様書1-1-1-23
○ ○

出来高図、数量計算書
契約書第３７条２項

共通仕様書1-1-1-23
○

請求書 契約書第３７条５項 ○ ○

補修（改造）命令書 契約書第３１条6項 ○

補修（改造）工事完成届 契約書第３１条6項 ○ ○

部分使用承諾願（書） 契約書第３３条１項 部分使用がある場合に提出する。

工事延期願 契約書第18条～２２条 ○ ○ 工期延期が発生する場合に提出する。

工事実績情報ｻｰﾋﾞｽ（CORINS）
登録内容確認書

共通仕様書1-1-1-5 登録確認書を監督職員に提示する。

施工計画書 共通仕様書1-1-1-4 ○ ※ 〇 MEET/ORG 〇
軽微な場合の変更施工計画書は提出不要。（工期や数量
だけの変更等の場合）

施工体制台帳 共通仕様書1-1-1-13 ○ ※ 〇 MEET/ORG 〇 下請契約がある場合に提出

施工体系図 共通仕様書1-1-1-13 ○ ※ 〇 MEET/ORG 〇 下請契約がある場合に提出

下請工事契約時チェックリスト
下請契約書、誓約書（写し）

元下指針
（共通仕様書1-1-1-13）

○ ※ 〇 MEET/ORG ○ 〇

重層下請理由書 元下指針
（共通仕様書1-1-1-13）

○ ※ 〇 MEET/ORG ○ 〇 重層下請を行う場合に提出する。

設計図書の照査確認資料 共通仕様書1-1-1-3 ○ ※ 〇 MEET/ORG 〇
契約書１８条第１項１～５号に該当する事実が有る無しに
関わらず、監督職員に提出する。（契約書第１８条第１項
の範囲を超えないこと。）

工事測量成果表（仮ＢＭ及び多角点の
設置）

○ ※ 〇 MEET/ORG 〇
「工事測量成果表（仮BM及び多角点の設置）」とは、請負
者による新たな設置の成果。

工事測量結果（設計図書との照合） ○ ※ 〇 MEET/ORG 〇
「工事測量結果（設計図書との照合）」とは、発注者の提供
したものに対する照合。

工事打合簿(指示） 請負工事等監督要領第８条 ※ 〇 MEET/ORG ○ ○

工事打合簿(協議、承諾） 請負工事等監督要領第８条 ○ ※ 〇 MEET/ORG ○ ○
紙提出の場合、発注者と受注者間でのやり取りがある協
議などの場合は、資料２部を提出し、１部返却し、双方が
１部を保管する。

工事打合簿(提出、報告、通知、届出） 請負工事等監督要領第８条 〇 ※ 〇 MEET/ORG ○ ○

再生資源利用計画書
再生資源利用促進計画書（実施書）
（建設副産物を搬入、搬出する場合）

共通仕様書1-1-1-21 ○ ※ 〇 MEET/ORG ○ ○
該当する再生資源がある場合、計画書は、施工計画書に
含めて提出する。
電子データは別途提出する。

建設発生土処理計画書
建設発生土処理報告書

共通仕様書1-1-1-21 ○ ※ 〇 MEET/ORG ○ ○
自由処分の場合に提出する。計画書は、施工計画書に含
めて提出する。

処理委託契約書の写し 共通仕様書1-1-1-21 ○

産業廃棄物管理票（マニフェスト） 共通仕様書1-1-1-21 ○ 産業廃棄物がある場合に検査時に提示する。

運搬管理表 共通仕様書1-1-1-34 ○ ※ 〇 MEET/ORG ○

対象：契約図書にある建設副産物（建設発生土、産業廃
棄物等）等の運搬作業
※現着購入資材の現場までの運搬は対象外
※現場内の運搬は対象外

提　出　書　類 根拠法令等
発注
者へ
提出

完成検査

様式

土木工事書類一覧表

完成検査
及び引渡

し

部分引渡
し

部分払い
検査

情報
共有
ｼｽﾃﾑ
対象

備　　　　　　　　　　　　　　考

提示

提出

紙媒体
電子納品

分　　類

共通仕様書1-1-1-39

③工事中

修補関係書類

その他

②工事着手前

①
契
約
関
係

当初

土木工事等電子納品実施マニュアル【農林水産部版】（案）第6条

(1/2)



令和３年９月

フォルダ名

提　出　書　類 根拠法令等
発注
者へ
提出

完成検査

様式

土木工事書類一覧表

情報
共有
ｼｽﾃﾑ
対象

備　　　　　　　　　　　　　　考

提示

提出

紙媒体
電子納品

分　　類

土木工事等電子納品実施マニュアル【農林水産部版】（案）第6条

材料確認簿 共通仕様書 第2編1-2 〇 ※ 〇 MEET/ORG ○ ○

材料品質証明資料（材料承諾願） 共通仕様書 第2編1-1,2 ○
設計図書で提出を求められているものについては、監督
職員に提出。

段階確認書 共通仕様書3-1-1-5 〇 ※ 〇 MEET/ORG ○ ○ 契約図書で規定された場合のみ対象。

確認・立会書 共通仕様書3-1-1-5 〇 ※ 〇 MEET/ORG ○ ○

段階確認・立会時の資料 共通仕様書3-1-1-5 ○ ※ 〇 MEET/ORG 〇

監督職員が確認する場合は受注者が作成した資料に、
確認した実測値等を記入し保管する。
受注者（自社）確認の場合は作成した資料を監督職員が
確認受領し保管する。（低入札工事の段階確認の場合
は不可）
完成検査時の提出書類は、監督職員の保管書類。

工事履行報告書
契約書第１１条

共通仕様書1-1-1-26
○ ※ 〇 MEET/ORG ○ ○ 月報報告。

安全・訓練報告書 共通仕様書1-1-1-28 ○ 具体的な実施計画は、施工計画書に記載する。

安全訓練実施資料 ○

工事事故報告書 共通仕様書1-1-1-31 ○ ※ 〇 MEET/ORG ○ 〇 速報は、口頭で連絡する。

災害防止協議会活動記録 ○

店社パトロール実施記録 ○

安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ実施記録 ○

新規入場者教育実施記録 ○

使用機械、車両等点検記録 建設機械施工安全技術指針 ○

工程管理 実施工程表 共通仕様書1-1-1-25 ○ ※ 〇 MEET/ORG ○ 〇

出来形成果表　★ 共通仕様書3-1-1-6 ○ ○ ○ MEET/ORG
出来形測量を基に出来形数量を算出し、設計値と実測値
を対比する。

出来形図　★ 共通仕様書3-1-1-6 ○ ○ ○ DRAWINGF
展開図等、数量計算用の図面はMEET/ORGフォルダに格
納する。

出来形管理図表
共通仕様書

3-1-1-6、1-1-1-22
○ ○ 測定数が５点未満の場合は作成不要。

各種試験データ資料
共通仕様書

3-1-1-6、1-1-1-22
○ ○

品質管理図表
共通仕様書

3-1-1-6、1-1-1-22
○ ○ 測定数が５点未満の場合は作成不要。

ヒストグラム（品質）
共通仕様書

3-1-1-6、1-1-1-22
○ ○

測定数が５点未満の場合は作成不要。（ただし、特殊な場
合（ダムコンクリート等）を除く）

工事写真（概要版）
共通仕様書

3-1-1-6、1-1-1-22
○ ○

工事写真
共通仕様書

3-1-1-6、1-1-1-22
○ ○ PHOTO/PIC 紙の場合は無理な電子化はしない。

支給品精算書 共通仕様書1-1-1-19 ○ 支給品がある場合に提出する。

現場発生品調書 共通仕様書1-1-1-20 ○ ○ 現場発生品がある場合に提出する。

支給材料受領書（貸与品借用書） 契約書第１５条３項 ○ ○ 支給品を受領した場合に提出する。

材料納入伝票
共通仕様書2-1,2
契約書第１３条

○

監督職員が提出を求めた場合のみ提出、それ以外の場
合は提示。
交通誘導員は有資格者が必要な場合は資格証の写しを
提出、伝票は提示。

建退共運営実績報告書 共通仕様書1-1-1-42 ○ ○ ○

購入時：計画購入の場合、建退共運営計画書（従来様
式）
実績報告：
① 率で購入し、当初契約額が３千万円未満の場合：
実績報告書（Ａ）
② 計画で購入又は当初契約額が３千万円以上の場合：
実績報告書（Ａ）及び（B)

建退共証紙受払資料 共通仕様書1-1-1-42 ○ 受払簿、出面表、辞退届については検査時に提示する。

社内検査報告書 ○

現場環境改善 特記仕様書 ○ ○
現場環境改善対象工事の場合に提出する。実施内容は
施工計画書に記載する。

高度技術・創意工夫・社会性等に関する
実施状況（説明資料）

特記仕様書 ○ ○ 高度技術、創意工夫を実施すれば提出できる。

新技術活用関係資料 共通仕様書1-1-1-15,6 ○ ○
新技術（ＮＥＴＩＳ）実施工事の場合に提出する。受注者提
案の場合は監督職員へ提出する。

府内企業施工率算定表 元下指針
（共通仕様書1-1-1-13）

○ ※ ○ MEET/ORG ○ ○

工事完成図書納品書 電子納品ガイドライン（土木工事） ○ ○ OTHRS/ORG ○

③工事中

④安全管理

土木工事安全施工技
術指針・労働安全衛生

法　他

⑥支給品貸与
品現場発生品

⑦その他

⑤
施
工
管
理

出来形管
理

品質管理

写真管理

※情報共有システムを利用する書類は、電子納品のみ。
情報共有システムを利用しない書類は、紙提出のみ。

各書類のなかで、紙と電子が混在する場合は、一覧表で整理すること。
情報共有システムを利用しない場合は、従来の工事打合せ簿メール様式可。

★出来形成果表、出来形図は紙・電子の両方提出する。
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